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提言内容 措置状況・検討状況等（平成 29 年 11 月末時点） 

※があるものは、（令和４年１月末時点） 

＜過去の状況を含む＞ 

1 (1) かながわ医療通訳派遣シス

テム事業において、タイ語、タ

ガログ語、カンボジア語など通

訳の人数が少ない言語の通訳者

を増やすために、それらの言語

について医療通訳養成講座を開

催し、医療通訳人材を育成する

こと。 

 

(2) 医療通訳スタッフを県等と

協定を結んでいる 35 の病院の

うち、利用実績の多い病院に、

医療通訳を職業とする専門のス

タッフを常駐させ、曜日別に利

用可能な言語を設定するなどし

て、効率的に運営すること。 

 

(1) 医療通訳派遣システム事業については、ベト

ナム語など通訳人材が不足している言語について

は、人材確保のための募集チラシを配布するなど

の対応をしている。（国際課）（※） 

 

(2) 一部の協定医療機関において、派遣要請の多

い言語については通訳者を常駐させるなどの対応

を行っている。効率的に運営するため、引き続き

検討を行う。（国際課）（※） 

2 横浜市が実施しているような産

後ケア母子ケア事業を県内数ヶ

所で展開し、日本に住む外国人

にも利用できるようにするこ

と。あわせて必要とされる通訳

を派遣できるシステムを作るこ

と。 

・国では、妊娠期から子育て期にわたるまでの

様々なニーズに対して総合的相談支援を提供す

る、ワンストップ拠点（子育て世代包括支援セン

ター）の整備を行う事業を立ち上げたところであ

り、この事業の実施主体は市町村となっている。

県としては、引き続き、市町村の実施する母子保

健事業への支援に努めていく。（健康増進課） 
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提言内容 措置状況・検討状況等（平成 29 年 11 月末時点） 

※があるものは、（令和４年１月末時点） 

＜過去の状況を含む＞ 

3 (1) 旧外国人登録証明書から在

留カード、特別永住者証明書の

切り替え及び更新時期に日本の

運転免許証と同じように更新案

内の通知を送付すること。 

 

(2) 新たに在留カード、特別永

住者証明書に記載される氏名に

ついて、通名（日本人名）を希

望する者に対して、その記載が

できるようにすること。 

また旧字体を正字に変換された

外国人に対し、旧外国人登録証

明書が同じであるという公的な

証明書を発行すること。 

 

(3) 現在「外交」「公用」の資

格で 90 日以上在留している者

に対し、その他の住民と同じよ

うに在留カードを交付するこ

と。 

 

(4) 外国人が日本に働く（住

む）期間中は、その親も家族と

して、日本国内に一緒に住むこ

とができるようにすること。 

 

(1)については、他団体から出ている要望書も踏ま

え、「国への要望」を行った。 

 

(2)～(4)については、いただいたご意見を踏まえ

て今後検討する。（国際課） 
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提言内容 措置状況・検討状況等（平成 29 年 11 月末時点） 

※があるものは、（令和４年１月末時点） 

＜過去の状況を含む＞ 

4 (1) 多文化サービスを持つ県立

地球市民かながわプラザ（以

下、「あーすぷらざ」という）

の情報フォーラムを外国籍県民

に向け積極的に広報すること。

あわせて、外国籍県民が多く住

む地域の図書館でも同様の事業

を行い、積極的に外国籍県民に

対し広報するよう各市町村に要

望すること。 

・外国籍県民向け多言語情報紙「こんにちは神奈

川（平成 26 年度第３号（春号））」で、情報フォ

ーラムを紹介する記事を掲載した。（国際課） 

(2) 図書館の役割りや図書の寄

贈、外国籍県民も図書館を利用

出来ることを外国籍県民に向け

広報するとともに、外国籍県民

の生活に必要な情報が載ってい

る書籍を充実させることを県立

図書館で実施するとともに、各

市町村に要望すること。 

 

(3) 県立図書館で図書館内案内

及び図書館周辺案内の多言語表

示を進めるとともに、各市町村

に要望すること。 

・外国語資料については、資料収集要綱等に基づ

き、主要国及び近隣諸国の言語で書かれた基本図

書及び参考図書を収集し、また、外国籍県民が日

本情報を得られるような図書（オン・ジャパン）

を収集し、提供している。（生涯学習課、県立図

書館、県立川崎図書館） 

 

・外国籍県民の図書館利用等を推進するため、英

語、中国語、韓国語の「利用案内」（パンフレッ

ト）を提供している。平成 27年度に更新した英語

版「利用案内」に続き、平成 28 年度には中国語版

及び韓国・朝鮮語版「利用案内」を更新、作成し

た。（生涯学習課、県立図書館、県立川崎図書

館） 

 

・各市町村立図書館における資料や利用案内の多

言語化については、市町村の実態（母語別居住者

数等）に応じて、市町村が主体となって実施する

必要があるが、機会を通じて働きかけた。（生涯

学習課、県立図書館、県立川崎図書館） 
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提言内容 措置状況・検討状況等（平成 29 年 11 月末時点） 

※があるものは、（令和４年１月末時点） 

＜過去の状況を含む＞ 

5 同じ神奈川に住む外国籍県民と

して、自分たちの意見を確実に

届けるために、永住資格のある

外国人に地方選挙の選挙権を付

与するよう国に要望することを

要請する。 

 

・地方参政権の制度化については、十分に議論を

深める必要があると考えている。（国際課）

（※） 

6 (1) 外国人学校が、多文化共生

社会の基盤づくりのためにもつ

重要性を啓発すること。 

・外国人学校は、私立学校の一環としてその重要

性を認識しており、今後も可能な範囲の啓発を行

う。（国際課）（※） 

(2) 外国人学校への助成を後退

させることなく、さらに充実さ

せること。 

・国庫補助について「国への要望」で対応してい

る。外国人学校への県費補助については、平成 26

年度予算において、学校に対する経常費補助金を

廃止し、外国人学校に通う子ども達の教育の機会

を安定的に確保できるよう、生徒・保護者向け

に、所得区分ごとに学費負担の軽減を図ることを

目的とした補助を行っている。（私学振興課） 

(3) 外国人学校・行政・民間の

ネットワークを構築するため

に、仮称「神奈川県外国人学校

連携会議」を設置し、外国人学

校に関する情報共有及び外国人

学校への支援ができる体制を作

ること。 

・各種学校は、それぞれ設置主体が教育方針を定

め、運営するもので、個々の学校によって事情は

異なることから、このような会議を県が設置する

予定はないが、今後も各学校には必要に応じ情報

提供を実施していく。（国際課） 

(4) 定期健康診断等の子どもの

健康増進の支援（個別的な助

成）をすること。 

・県では、個別の健康診断を実施する枠組みがな

いので、参考とさせていただく。（国際課）

（※） 

(5) 税制上の優遇措置対象など

にみられる外国人学校への制度

上の差別を是正するよう引き続

き国に要請を行うこと。 

・外国人学校への寄附について税制上の優遇を図

るため、その設置者を「特定公益増進法人」とし

て等しく認めることや、「指定寄付金」について

も等しく指定の対象とすることについて、「国へ

の要望」を行っている。（私学振興課） 
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提言内容 措置状況・検討状況等（平成 29 年 11 月末時点） 

※があるものは、（令和４年１月末時点） 

＜過去の状況を含む＞ 

7 (1) 日本語指導を必要とする外

国籍と日本国籍の児童生徒の数

の合計を教員加配の算出基準と

するように変更すること。 

・国際教室担当教員については、日本語指導を必

要とする外国籍児童生徒数の増加に応じて、配置

数を増やしている。さらにこの基準を見直し、教

員を増員することは、本県の非常に厳しい財政状

況のもとでは、困難である。（教職員人事課）

（※） 

(2) 国際教室の担当教員の任用

内容を定めるためのガイドライ

ンを策定し、育成教育を充実さ

せること。さらに、定期的に学

校に訪問し、実施状況を確認し

課題を把握し、研修等の実施

で、担当教員の質を高めるこ

と。 

・令和２年７月に「外国につながりのある児童・

生徒への指導・支援の手引き」を改訂し、市町村

教育委員会を通して学校に周知した。（子ども教

育支援課）（※） 

 

・令和３年８月に「多文化対応力向上研修講座」

を実施し、各地域における中核的教員等の育成に

取り組んだ。（子ども教育支援課）（※） 

 

・外国につながりがあり、日本語指導を必要とし

ている児童・生徒が直面する課題に対する理解を

深め、指導力を向上する目的で「日本語指導法研

修講座」を開催した。（平成 29 年８月９日）（総

合教育センター） 

 

・文化の違いに困りを感じている外国につながり

のある子どもや保護者について理解を深め、基礎

的な援助スキルを学び、具体的な支援の在り方に

ついて考える目的で、「外国につながりのある子

どもたちへの支援研修講座～文化の違いを理解

し、支援にいかす～」を開催した。（平成 29 年８

月 17 日）（総合教育センター） 
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提言内容 措置状況・検討状況等（平成 29 年 11 月末時点） 

※があるものは、（令和４年１月末時点） 

＜過去の状況を含む＞ 

7 (3) 各自治体で退職した教員を

有効活用する育成と体制づくり

を行い、国際教室などで活用で

きる見える支援リソース組織を

構築すること。 

・退職される県費負担教職員の方々が、学校現場

において培われた長年の知識や経験等を発揮し、

次世代へ継承していただけるよう、再任用制度や

既退職者等を対象とした臨時的任用の制度を設

け、退職者の有効活用を図っている。（教職員人

事課） 

 

・指導事務主管課長会議等の場で市町村教育委員

会に実施を働きかけた。（子ども教育支援課） 

8 (1) 日本語指導が必要な児童生

徒の早期発見のための意識啓発

の講座を行うこと、発見のため

のチェックリストの開発を行

い、教科を学習するための抽象

的な言語を理解しているかどう

かを発見するインタビューを担

任や日本語指導推進担当などが

行うこと。 

・「帰国児童・生徒教育及び国際教室担当者連絡

協議会」等の小・中学校の国際教室の担当者等が

集まる会議において、国際教室で行われている日

本語指導等の指導の充実を図るための研修や情報

交換を行った。（子ども教育支援課）（※） 

 

・令和２年７月改訂の「外国につながりのある児

童・生徒への指導・支援の手引き」に、ＤＬＡ等

の活用を含め、適切なアセスメントの重要性につ

いて記載した。（子ども教育支援課）（※） 

 

・県立総合教育センターで実施している５年経験

者研修講座の中で、受講者全員を対象に「外国に

つながる児童・生徒に関する教育と課題」の研修

を実施した。（平成 29年５月 11 日、18 日、22

日、23 日、24 日）（総合教育センター） 

(2) 支援の必要な児童生徒に対

しては、支援するために必要な

背景情報（生まれた国や地域と

そこで受けた教育の内容、家庭

の中で使用している言語、宿題

の指導を家庭でできるかなど）

を把握し、学校として支援体制

をはかること。 

・令和２年度についても事業を充実した内容で継

続していく予定である。（高校教育課） 

 

・「帰国児童・生徒教育及び国際教室担当者連絡

協議会」等の小・中学校の国際教室の担当者等が

集まる会議において、国際教室等で行われている

支援に必要な背景情報の理解についての情報交換

を行った。（子ども教育支援課） 
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提言内容 措置状況・検討状況等（平成 29 年 11 月末時点） 

※があるものは、（令和４年１月末時点） 

＜過去の状況を含む＞ 

 (3) 「特別の教育課程」を日本

語で学習できない子どもを対象

に法律（学校教育法施行規則）

により、取り出し授業による支

援を実施するための支援体制を

多言語の情報発信で明確にする

こと。 

「特別の教育課程」によって、

日本語指導者となりうる全ての

教員が必要とする指導計画立案

力と日本語指導力を育成する研

修を実施すること。 

・指導事務主管課長会議等の場で市町村教育委員

会に実施を働きかけた。（子ども教育支援課）

（※） 

 

・「帰国児童・生徒教育及び国際教室担当者連絡

協議会」及び全県指導主事会議の「国際理解教

育」部会において、国際教室で行われている日本

語指導等の指導の充実を図るための研修や情報交

換を行った。（子ども教育支援課）（※） 

 

・令和３年８月に「多文化対応力向上研修講座」

を実施し、日本語指導の充実に関する内容を取り

上げた。（子ども教育支援課）（※） 

 

・外国につながりがあり、日本語指導を必要とし

ている児童・生徒が直面する課題に対する理解を

深め、指導力を向上する目的で「日本語指導法研

修講座」を開催した。（平成 29 年８月９日）（総

合教育センター） 

9 (1) 在県枠高校の受験資格の年

限数を来日３年よりも大きく緩

和するとともに、定員枠を増員

すること。 

 

(2) 現在、国、県で実施してい

る調査結果に基づき、外国人が

多くいる地域に必ず在県枠高校

を設置すること。 

・引き続き、在県外国人等特別募集の定員増を行

っていく。（高校教育課） 

 

  



外国籍会議第８期 

 

外国籍県民かながわ会議（第８期）提言に対する施策化措置状況・検討状況等 

8 

 

提言内容 措置状況・検討状況等（平成 29 年 11 月末時点） 

※があるものは、（令和４年１月末時点） 

＜過去の状況を含む＞ 

10 (1) 教員の数の内、外国にルー

ツを持つ人を新設し、その割合

を増員させること。その基準と

して、常勤講師の数を、県内の

外国人数の割合を超えるまでの

増員を５年程度で実現させるこ

と。 

・本県では、外国籍の人も教員採用試験を受験で

きる制度となっている。ただ、一定の割合を確保

するための採用枠を設けることまでは考えていな

い。（教職員企画課）（※） 

(2) 多文化教育コーディネータ

を派遣できる高校を増やすと同

時に、市立高校も対象とするこ

と。 

あわせて、コーディネータを派

遣する時間数を充実するととも

に、県が支援する通訳及び翻訳

の事業充実（予算の増額）を行

うこと。 

・平成 19 年度から実施している多文化教育コーデ

ィネータは、現在 22 校に対象に実施している。令

和２年度についても事業を継続していく予定であ

る。（高校教育課） 

 

・県立高等学校等通訳支援事業に係る予算を有効

利用するために、追加再配当の要望を調査し、必

要とする学校へ再配当する等、支援の充実を図っ

ている。令和２年度についても、引き続き支援の

充実及び拡大を図っていく。（高校教育課） 

11 (1) （仮称）「かながわ多文化

共生教育指針」を策定、周知す

ること。 

・外国籍の生徒などに対し、多文化コーディネー

タを派遣したり、通訳を配置し、学習や学校生活

の支援を進めてきた。平成 29年度についても、引

き続き多文化理解の推進に取り組んでいく。（高

校教育課） 

 

・外国籍児童・生徒に対する学習や学校生活の支

援を進められるよう、市町村教育委員会に働きか

けた。（子ども教育支援課） 
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提言内容 措置状況・検討状況等（平成 29 年 11 月末時点） 

※があるものは、（令和４年１月末時点） 

＜過去の状況を含む＞ 

 (2) （仮称）「かながわ多文化

共生教育指針」に基づく取組み

を点検し、結果を公開し是正す

ること。また「かながわ人権施

策推進指針（改訂版）」「かな

がわ国際施策推進指針（第３

版）」を着実に推進すること。 

・「かながわ人権施策推進指針(改定版)」に基づ

き、国籍や文化、民族等の違いによる差別や偏見

等の人権問題に対応するため、人権啓発事業を通

じて、多文化共生・多文化理解の促進等に取り組

んでいる。（人権男女共同参加課） 

・「かながわ国際施策推進指針」については、平

成 29年３月に改定し、第４版となったが、第４版

についても、着実な推進を行っていく。（国際

課） 

 

・人権教育指導者養成研修講座（平成 29 年８回開

催）等において外国籍県民の人権について研修を

行った。また教育現場で活用できるよう「外国に

つながりのある生徒」をより理解するための学習

教材を作成している。（教育委員会行政課） 

 

 


